
 

 

他自治体の職員倫理規程の状況について 

文京区 横須賀市 横浜市 立川市 

＜特色＞ 

・利害関係者からの不正
要求（いわゆる口利
き）の報告義務を規定
するとともに、所属長
の利害関係者に対す
る注意・指導等の措置
を規定 

・倫理監督員（総務部長）
を設置するとともに、
所属長を相談者とし
て規定 

＜特色＞ 
・市民・事業者の責務と
して市政運営への積
極的支援を規定 
・違法な行為等の要求が
あった場合の拒否義
務を職員に課すとと
もに、所属長及び倫理
監督者への報告を義
務化 
・倫理監督者（各部長）
を設置するとともに、
助役、収入役、総務部
長を構成員とする倫
理審査会を設置 
・施行規則を制定 

＜特色＞ 
・総括服務管理責任者
（総務局長）、服務管
理責任者（局長）、服
務相談員（局の人事担
当課長）を設置 
・不祥事防止のための研
修の実施を規定 
・不祥事防止対策のた
め、事故防止委員会
（各局の服務管理責
任者で構成）を設置 
・理解関係者との接触に
関する指針を別に制
定 
・要望の記録・公表につ
いては広聴とともに
別に要綱を制定 

＜特色＞ 
・市民及び事業者等の責
務として職員に対し
公正な職務の遂行を
損なう行為をしては
ならないことを規定 

・公正な職務の遂行を損
なう行為があったと
き等に管理職員等へ
の報告を義務化する
とともに、管理職員等
に倫理審査会への報
告書の送付を規定 

・倫理に関し識見を有す
る者及び市民からな
る職員倫理審査会を
設置 

＜倫理規程等の内容＞ 
（題名） 
文京区職員倫理規程 
第１条（目的） 
第２条（定義等） 
第３条（倫理行動基準） 
第４条（禁止行為） 
第５条（講演等に関する
承認） 
第６条（私的な関係があ
る者との間における
行為の取扱い） 
第７条（利害関係者から
の不正な要求に対す
る措置） 
第８条（倫理監督員） 
第９条（所属長への相談
等） 
第１０条（利害関係者が
国及び他の地方公共
団体等である場合） 
第１１条（委任） 

＜倫理規程等の内容＞ 
（題名） 
横須賀市職員倫理条例 
第１条（目的） 
第２条（定義等） 
第３条（職員の責務） 
第４条（禁止行為等） 
第５条（市民及び事業者
等の責務） 
第６条（職員の報告義
務） 
第７条（倫理監督者） 
第８条（倫理審査会） 
第９条（審査会等の任
務） 
第１０条（贈与等報告
書） 
第１１条（調査の指示）
第１２条（調査） 
第１３条（任命権者への
報告等） 
第１４条（公表） 
第１５条（委任） 

＜倫理規程等の内容＞ 
（題名） 
横浜市職員倫理規程 
第１条（目的） 
第２条（倫理原則） 
第３条（職員の責務） 
第４条（管理監督職員の
責務） 
第５条（総括服務管理責
任者等の設置） 
第６条（総括服務管理責
任者の責務） 
第７条（服務管理責任者
の責務） 
第８条（服務相談員の責
務） 
第９条（不祥事防止のた
めの研修の実施） 
第１０条（事故防止委員
会の設置） 
第１１条（委任） 

＜倫理規程等の内容＞ 
（題名） 
立川市職員倫理条例 
第１条（目的） 
第２条（定義） 
第３条（職員が遵守すべ
き倫理原則） 
第４条（管理職員の責
務） 
第５条（任命権者の責
務） 
第６条（市民及び事業者
等の責務） 
第７条（職員の倫理の保
持に関する状況等の
公表） 
第８条（職員倫理規則） 
第９条（贈与等の報告） 
第１０条（公正な職務の
遂行を損なう行為等
の報告等） 
第１１条（審査会） 
第１２条（警告等） 
第１３条（委任） 

 

区政の透明性向上検討委員会 

平 成 １ ６ 年 １ ２ 月 ７ 日 
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文 京 区 職 員 倫 理 規 程  

平 成 十 三 年 三 月 三 十 日  

訓 令 第 七 号  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 規 程 は 、 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 一 般 職 に

属 す る 地 方 公 務 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 全 体 の 奉 仕 者 で あ っ て 、

そ の 職 務 は 区 民 か ら 負 託 さ れ た 公 務 で あ る こ と に か ん が み 、 職 員 の

職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に 資 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と に

よ り 、 職 務 の 公 正 さ に 対 す る 区 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 行 為 の

防 止 を 図 り 、 も っ て 公 務 に 対 す る 区 民 の 信 頼 を 確 保 す る こ と を 目 的

と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 等 ）  

第 二 条  こ の 規 程 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  事 業 者 等  法 人 （ 法 人 で な い 社 団 又 は 財 団 で 代 表 者 又 は 管 理 人

の 定 め が あ る も の を 含 む 。）そ の 他 の 団 体 及 び 事 業 を 行 う 個 人（ 当

該 事 業 の 利 益 の た め に す る 行 為 を 行 う 場 合 に お け る 個 人 に 限 る 。）

を い う 。  

二  利 害 関 係 者  職 員 が 職 務 と し て 事 務 を 行 う 場 合 の 相 手 方 で あ

る 事 業 者 等 を い う 。  

２  こ の 規 程 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 事 業 者 等 の 利 益 の た め に す る

行 為 を 行 う 場 合 に お け る 役 員 、 従 業 員 、 代 理 人 そ の 他 の 者 は 、 事 業

者 等 と み な す 。  

（ 倫 理 行 動 規 準 ）  

第 三 条  職 員 は 、 文 京 区 の 職 員 で あ る こ と に 誇 り を 持 ち 、 か つ 、 そ の

使 命 を 自 覚 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を そ の 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 を 図 る

た め に 遵 守 す べ き 規 準 と し て 、 行 動 し な け れ ば な ら な い 。  



一  職 員 は 、 全 体 の 奉 仕 者 で あ り 、 一 部 の も の に 対 し て の み の 奉 仕

者 で は な い こ と を 自 覚 し 、 職 務 上 知 り 得 た 情 報 に つ い て 一 部 の も

の に 対 し て の み 有 利 な 取 扱 い を す る 等 不 当 な 差 別 的 取 扱 い を し て

は な ら ず 、常 に 公 正 な 職 務 の 執 行 に 当 た ら な け れ ば な ら な い こ と 。 

二  職 員 は 、 常 に 公 私 の 別 を 明 ら か に し 、 い や し く も そ の 職 務 や 地

位 を 自 ら や 自 ら の 属 す る 組 織 の た め の 私 的 利 益 の た め に 用 い て は

な ら な い こ と 。  

三  職 員 は 、 法 令 に よ り 与 え ら れ た 権 限 の 行 使 に 当 た っ て は 、 当 該

権 限 の 行 使 の 対 象 と な る 者 か ら の 贈 与 等 を 受 け る こ と 等 の 区 民 の

疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 行 為 を し て は な ら な い こ と 。  

四  職 員 は 、職 務 の 遂 行 に 当 た っ て は 、公 共 の 利 益 の 増 進 を 目 指 し 、

全 力 を 挙 げ て こ れ に 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い こ と 。  

五  職 員 は 、 勤 務 時 間 外 に お い て も 、 自 ら の 行 動 が 公 務 の 信 用 に 影

響 を 与 え る こ と を 常 に 認 識 し て 行 動 し な け れ ば な ら な い こ と 。  

六  職 員 は 、 職 務 上 取 り 扱 う 情 報 （ 電 子 計 算 組 織 に よ る 処 理 に 係 る

情 報 を 含 む 。 ） を 公 共 の 利 益 に 反 し て 、 利 用 又 は 操 作 し て は な ら

な い こ と 。  

（ 禁 止 行 為 ）  

第 四 条  職 員 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。  

一  利 害 関 係 者 か ら 金 銭 （ 小 切 手 、 商 品 券 等 を 含 む 。 ） 、 物 品 又 は

不 動 産 の 贈 与（ せ ん 別 、祝 儀 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 含 む 。）

を 受 け る こ と 。  

二  利 害 関 係 者 か ら 中 元 、 歳 暮 等 の 贈 答 品 を 受 領 す る こ と 。  

三  利 害 関 係 者 か ら 適 正 な 対 価 を 支 払 わ ず に 役 務 の 提 供 を 受 け る

こ と 。  

四  利 害 関 係 者 か ら 適 正 な 対 価 を 支 払 わ ず に 物 品 又 は 不 動 産 の 貸

与 を 受 け る こ と 。  



五  利 害 関 係 者 か ら 金 銭 の 貸 付 け （ 業 と し て 行 わ れ る 金 銭 の 貸 付 け

に あ っ て は 、 無 利 子 の も の 又 は 利 子 の 利 率 が 著 し く 低 い も の に 限

る 。 ） を 受 け る こ と 。  

六  利 害 関 係 者 と 共 に 会 食 を す る こ と 。  

七  利 害 関 係 者 と 共 に ゴ ル フ そ の 他 の 遊 技 を す る こ と 。  

八  利 害 関 係 者 と 共 に 旅 行 （ 公 務 の た め の 旅 行 を 除 く 。 ） を す る こ

と 。  

九  利 害 関 係 者 に 対 し 、 本 来 自 ら が 負 担 す べ き 債 務 を 負 担 さ せ る こ

と 。  

十  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 区 長 が 必 要 が あ る と 認 め た 行 為  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 う こ と が

で き る 。  

一  利 害 関 係 者 か ら 広 く 一 般 に 配 付 さ れ る 宣 伝 用 物 品 又 は 記 念 品 で 、

社 会 通 念 上 許 さ れ る 範 囲 の も の の 提 供 を 受 け る こ と 。  

二  職 務 と し て 出 席 し た 会 議 そ の 他 の 会 合 に お い て 、 利 害 関 係 者 か

ら 湯 茶 及 び こ れ に 伴 い 通 常 用 い ら れ る 程 度 の 菓 子 の 提 供 又 は 簡 素

な 食 事 の 提 供 を 受 け る こ と 。  

三  利 害 関 係 者 が 町 会 、 自 治 会 そ の 他 の 地 域 社 会 の 発 展 や 福 祉 の 充

実 な ど 円 滑 な 行 政 運 営 を 行 う た め に 協 力 的 な 活 動 を し て い る 事 業

者 等 で あ り 、 か つ 、 公 正 な 職 務 の 執 行 に 対 す る 区 民 の 疑 惑 や 不 信

を 招 く お そ れ が な い と 認 め ら れ る 場 合 に 、 当 該 利 害 関 係 者 と 共 に

簡 素 な 会 食 を す る こ と 。  

四  職 務 と し て 利 害 関 係 者 を 訪 問 し た 際 に 、 や む を 得 ず 当 該 利 害 関

係 者 か ら 提 供 さ れ る 物 品 を 使 用 す る こ と 。  

（ 講 演 等 に 関 す る 承 認 ）  

第 五 条  職 員 は 、利 害 関 係 者 か ら の 依 頼 に 応 じ て 謝 礼 を 受 け て 、講 演 、

討 論 、 講 習 若 し く は 研 修 に お け る 指 導 若 し く は 知 識 の 教 授 、 著 述 、

監 修 、 編 さ ん 又 は ラ ジ オ 放 送 若 し く は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の 放 送 番 組

へ の 出 演 （ 法 第 三 十 八 条 第 一 項 の 許 可 を 得 て す る も の を 除 く 。 ） を



し よ う と す る 場 合 は 、講 師 等 承 認 申 請 書（ 別 記 様 式 第 一 号 ）に よ り 、

所 属 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 私 的 な 関 係 が あ る 者 と の 間 に お け る 行 為 の 取 扱 い ）  

第 六 条  職 員 は 、 私 的 な 関 係 （ 職 員 と し て の 身 分 に か か わ ら な い 関 係

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が あ る 者 で あ っ て 、 利 害 関 係 者 に 該 当 す る も

の と の 間 に お い て は 、 職 務 上 の 利 害 関 係 の 状 況 、 私 的 な 関 係 の 経 緯

及 び 現 在 の 状 況 並 び に そ の 行 お う と す る 行 為 の 態 様 等 に か ん が み 、

公 正 な 職 務 の 執 行 に 対 す る 区 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く お そ れ が な い

と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 、 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項

に 規 定 す る 行 為 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 利 害 関 係 者 か ら の 不 正 な 要 求 に 対 す る 措 置 ）  

第 七 条  職 員 は 、 職 務 の 執 行 に 当 た り 、 利 害 関 係 者 か ら 関 係 法 令 若 し

く は 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 、 又 は 職 務 の 執 行 の 公 正 さ を 損 な う お そ

れ が あ る 行 為 の 要 求 を 受 け た と き は 、 不 正 要 求 等 報 告 書 （ 別 記 様 式

第 二 号 ） に よ り 、 直 ち に 、 そ の 旨 を 所 属 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  所 属 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、 公 正 な 職 務 の

執 行 を 図 る た め 、 利 害 関 係 者 に 対 す る 注 意 又 は 指 導 等 、 必 要 な 措 置

を 講 ず る も の と す る 。  

（ 倫 理 監 督 員 ）  

第 八 条  職 員 の 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 を 図 る た め 、 総 務 部 長 の 職 に あ

る 者 を 倫 理 監 督 員 に 充 て る 。  

２  倫 理 監 督 員 は 、 職 員 の 倫 理 の 向 上 及 び 綱 紀 の 粛 正 の 推 進 に 関 し 、

所 属 長 に 対 し 、 必 要 な 指 導 又 は 助 言 を 行 う と と も に 、 そ の 協 議 に 応

ず る も の と す る 。  

３  倫 理 監 督 員 は 、 職 員 に 対 し 、 こ の 規 程 の 遵 守 の 徹 底 を 図 る と と も

に 、 必 要 に 応 じ 、 注 意 を 喚 起 す る も の と す る 。  

（ 所 属 長 へ の 相 談 等 ）  



第 九 条  職 員 は 、 自 ら が 行 う 行 為 の 相 手 方 が 利 害 関 係 者 に 該 当 す る か

ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合 又 は 利 害 関 係 者 と の 間 で 行

う 行 為 が 第 四 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 該 当 す る か ど う か を 判

断 す る こ と が で き な い 場 合 に は 、 利 害 関 係 者 該 当 等 相 談 書 （ 別 記 様

式 第 三 号 ） に よ り 、 事 前 に 所 属 長 に 相 談 す る も の と す る 。  

２  所 属 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 相 談 を 受 け 、 判 断 を す る 場 合 に お い

て も 、 当 該 職 員 に 対 し 、 こ の 規 程 に 反 す る こ と の な い よ う 注 意 を 喚

起 し な け れ ば な ら な い 。  

３  職 員 は 、 や む を 得 な い 事 情 に よ り 事 前 に 相 談 す る こ と が で き な か

っ た 場 合 は 、 利 害 関 係 者 該 当 等 事 後 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 ） に よ

り 、 事 後 に 、 速 や か に 所 属 長 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

４  所 属 長 は 、 相 談 を 受 け た 場 合 に お い て 、 疑 義 が あ る と き は 、 倫 理

監 督 員 に 協 議 す る も の と す る 。  

（ 利 害 関 係 者 が 国 及 び 他 の 地 方 公 共 団 体 等 で あ る 場 合 ）  

第 十 条  利 害 関 係 者 が 国 及 び 他 の 地 方 公 共 団 体 等 で あ る 場 合 は 、 こ の

規 程 の 規 定 の 適 用 に 当 た っ て は 、 職 員 の 職 務 上 の 必 要 性 に 留 意 す る

も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 十 一 条  こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 区 長 が 別 に 定 め る 。 

付  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 



別 記 様 式 第 １ 号  

（ 第 ５ 条 関 係 ）  

 



別 記 様 式 第 ２ 号  

（ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

 



別 記 様 式 第 ３ 号  

（ 第 ９ 条 関 係 ）  

 



別 記 様 式 第 ４ 号  

（ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

 



○ 横 須 賀 市 職 員 倫 理 条 例  

平 成 1 2 年 1 2 月 2 0 日  

条 例 第 8 0 号  

横 須 賀 市 職 員 倫 理 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

横 須 賀 市 職 員 倫 理 条 例  

(目 的 )  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 職 員 の 職 務 に 係 る 倫 理 を 保 持 し 、 職 務 の 執 行 の 公

正 さ に 対 す る 市 民 の 疑 惑 、 不 信 等 を 招 く よ う な 行 為 の 防 止 を 図 り 、 も

っ て 公 務 に 対 す る 市 民 の 信 頼 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

(定 義 等 )  

第 2 条  こ の 条 例 に お い て 「 職 員 」 と は 、 地 方 公 務 員 法 (昭 和 2 5 年 法 律

第 2 6 1 号 )第 3 条 第 2 項 に 規 定 す る 一 般 職 に 属 す る 本 市 の 職 員 (教 育 長

及 び 消 防 局 長 を 除 く 。 )を い う 。  

2  こ の 条 例 に お い て 「 事 業 者 等 」 と は 、 法 人 (法 人 で な い 社 団 又 は 財 団

で 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め が あ る も の を 含 む 。)そ の 他 の 団 体 及 び 事 業

を 行 う 個 人 (当 該 事 業 の 利 益 の た め に す る 行 為 を 行 う 場 合 に お け る 個

人 に 限 る 。 )を い う 。  

3  こ の 条 例 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 事 業 者 等 の 利 益 の た め に す る 行

為 を 行 う 場 合 に お け る 役 員 、従 業 員 、代 理 人 そ の 他 の 者 (以 下「 役 員 等 」

と い う 。 )は 、 前 項 の 事 業 者 等 と み な す 。  

(職 員 の 責 務 )  

第 3 条  職 員 は 、 市 民 全 体 の 奉 仕 者 で あ り 、 市 民 の 一 部 に 対 す る 奉 仕 者

で は な い こ と を 自 覚 し 、 職 務 上 知 り 得 た 情 報 に つ い て 市 民 の 一 部 に 対

し て 有 利 な 取 扱 い を す る 等 市 民 に 対 し 不 当 な 差 別 的 取 扱 い を し て は

な ら ず 、 常 に 公 正 な 職 務 の 遂 行 に 当 た ら な け れ ば な ら な い 。  

2  職 員 は 、 常 に 公 私 の 別 を 明 ら か に し 、 い や し く も そ の 職 務 及 び 地 位

を 自 ら 及 び 自 ら の 属 す る 組 織 の た め の 私 的 利 益 の た め に 用 い て は な

ら な い 。  

3  職 員 は 、 事 業 者 等 及 び 自 己 の 職 務 に 利 害 関 係 の あ る 者 (以 下 「 利 害 関



係 者 」と い う 。 )と の 接 触 に 当 た っ て は 、市 民 の 疑 惑 、不 信 等 を 招 く よ

う な 行 為 を し て は な ら な い 。  

(禁 止 行 為 等 )  

第 4 条  前 条 第 3 項 の 事 業 者 等 及 び 利 害 関 係 者 と の 接 触 に 関 す る 禁 止 行

為 並 び に 利 害 関 係 者 と の 接 触 に 関 し 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る 倫 理 監 督

者 の 許 可 を 必 要 と す る 行 為 に つ い て は 、 規 則 で 定 め る 。  

(市 民 及 び 事 業 者 等 の 責 務 )  

第 5 条  市 民 及 び 事 業 者 等 は 、 公 正 か つ 適 正 な 手 続 に よ る 市 政 の 運 営 を

積 極 的 に 支 援 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

2  何 人 も 、 職 員 に 公 正 な 職 務 の 遂 行 を 損 な う お そ れ の あ る 行 為 を 求 め

て は な ら な い 。  

(職 員 の 報 告 義 務 )  

第 6 条  職 員 は 、 違 法 又 は 公 正 な 職 務 の 遂 行 を 損 な う こ と と な る こ と が

明 白 な 行 為 を 求 め る 要 求 が あ っ た と き は 、 こ れ を 拒 否 し な け れ ば な ら

な い 。  

2  職 員 は 、 前 項 の 要 求 が あ っ た と き は 、 直 ち に 所 属 長 及 び 次 条 に 規 定

す る 倫 理 監 督 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

(倫 理 監 督 者 )  

第 7 条  職 員 の 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に つ い て 必 要 な 指 導 、 助 言 及 び 体

制 の 整 備 を 行 う た め 、 別 表 に 定 め る 倫 理 監 督 者 を 置 く 。  

2  倫 理 監 督 者 は 、 前 項 の 職 務 を 遂 行 す る に 当 た り 、 常 に 公 正 な 判 断 を

し な け れ ば な ら な い 。  

3  倫 理 監 督 者 は 、 前 条 第 2 項 の 報 告 を 受 け た と き は 、 公 正 な 職 務 を 確

保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、 速 や か に 次 条 に 規 定 す る

倫 理 審 査 会 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

(倫 理 審 査 会 )  

第 8 条  職 員 の 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 及 び こ れ に 必 要 な 体 制 の 確 立 に 資

す る た め 、 横 須 賀 市 職 員 倫 理 審 査 会 (以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 )を 設 置

す る 。  



2  審 査 会 は 、 助 役 、 収 入 役 及 び 総 務 部 長 を 委 員 と し て 組 織 す る 。  

3  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 査 会 の 運 営 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 規

則 で 定 め る 。  

(審 査 会 等 の 任 務 )  

第 9 条  審 査 会 は 、第 7 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 通 知 が あ っ た 場 合 に お い

て 、 当 該 通 知 の 内 容 が 公 正 な 職 務 の 遂 行 を 損 な う お そ れ が あ る と 認 め

た と き は 、 倫 理 監 督 者 に 対 し 、 直 ち に 必 要 な 調 査 を 行 う よ う 指 示 し な

け れ ば な ら な い 。  

2  倫 理 監 督 者 は 、 前 項 の 調 査 を 終 了 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 結 果

を 審 査 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

3  審 査 会 は 、 前 項 の 調 査 の 結 果 、 公 正 な 職 務 の 遂 行 を 損 な う 行 為 が あ

っ た と 認 め た 場 合 は 、 そ の 旨 を 当 該 職 員 の 任 命 権 者 に 報 告 し な け れ ば

な ら な い 。  

4  前 項 の 報 告 を 受 け た 任 命 権 者 は 、 そ の 旨 を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な

ら な い 。  

5  審 査 会 は 、 第 1 項 及 び 第 3 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 第 1 1 条 及 び 第

1 3 条 に 規 定 す る 事 項 を 担 任 す る 。  

(贈 与 等 報 告 書 )  

第 1 0 条  職 員 の う ち 規 則 で 定 め る 者 は 、 利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 か

ら の 金 銭 、 物 品 等 の 財 産 上 の 利 益 の 供 与 又 は 供 応 接 待 そ の 他 の 規 則 で

定 め る 行 為 を 受 け 、 又 は 行 っ た と き は 、 当 該 行 為 を 受 け 、 又 は 行 っ た

日 か ら 7 日 以 内 に 贈 与 等 報 告 書 を 倫 理 監 督 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

2  倫 理 監 督 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 贈 与 等 報 告 書 の 提 出 を 受 け た と き

は 、 そ の 写 し を 規 則 で 定 め る 期 間 に よ り 審 査 会 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

3  倫 理 監 督 者 は 、 提 出 を 受 け た 贈 与 等 報 告 書 に つ い て 、 そ の 提 出 す べ

き 期 間 の 末 日 か ら 起 算 し て 5 年 を 経 過 す る 日 ま で 保 存 し な け れ ば な ら

な い 。  



(調 査 の 指 示 )  

第 1 1 条  審 査 会 は 、 職 員 に こ の 条 例 又 は こ の 条 例 に 基 づ く 規 則 に 違 反

す る 行 為 を 行 っ た 疑 い が あ る と 思 料 す る と き は 、 倫 理 監 督 者 に 対 し 、

当 該 行 為 に 関 す る 調 査 を 行 う よ う 指 示 す る こ と が で き る 。  

(調 査 )  

第 1 2 条  倫 理 監 督 者 は 、 職 員 に こ の 条 例 又 は こ の 条 例 に 基 づ く 規 則 に

違 反 す る 行 為 を 行 っ た 疑 い が あ る と 思 料 す る と き 又 は 前 条 の 規 定 に

よ り 審 査 会 か ら 指 示 を 受 け た と き は 、 当 該 行 為 に 関 し 調 査 を 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

2  倫 理 監 督 者 は 、 前 項 の 調 査 を 終 了 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 結 果

を 審 査 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

(任 命 権 者 へ の 報 告 等 )  

第 1 3 条  審 査 会 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 倫 理 監 督 者 か ら 報 告 を 受 け た 場

合 に お い て 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 職

員 の 任 命 権 者 に 対 し 、 当 該 調 査 の 結 果 を 報 告 し 、 当 該 職 員 の 懲 戒 処 分

に つ い て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

(公 表 )  

第 1 4 条  任 命 権 者 は 、 毎 年 1 回 以 上 こ の 条 例 の 施 行 に 関 す る 概 要 を 公

表 す る も の と す る 。  

(そ の 他 の 事 項 )  

第 1 5 条  こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 任 命 権 者 が 定 め る 。  

附  則  

(施 行 期 日 )  

1  こ の 条 例 は 、 平 成 1 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(経 過 規 定 )  

2  第 6 条 第 1 項 、第 1 0 条 第 1 項 、第 1 1 条 及 び 第 1 2 条 第 1 項 の 規 定 は 、

こ の 条 例 の 施 行 日 前 に な さ れ た 行 為 に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

附  則 (平 成 1 4 年 6 月 1 1 日 条 例 第 3 0 号 )  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  



附  則 (平 成 1 5 年 1 2 月 2 2 日 条 例 第 4 4 号 )  

こ の 条 例 は 、 平 成 1 6 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 (第 7 条 第 1 項 関 係 )  

(平 1 4 条 例 3 0・ 平 1 5 条 例 4 4・ 一 部 改 正 )  

組 織 名  倫 理 監 督 者  

市 長 の 事 務 部 局  行 政 組 織 条 例 (昭 和 4 4 年 横 須 賀 市 条 例 第 2 4

号 )第 1 条 各 号 に 掲 げ る 部 の 部 長 (総 務 部 に

あ っ て は 総 務 部 長 が 指 定 す る 者 )  

会 計 課 長  

上 下 水 道 局 の 事 務 部 局  上 下 水 道 局 事 務 分 掌 規 程 (昭 和 4 2 年 横 須 賀 市

水 道 企 業 管 理 規 程 第 1 号 )第 3 条 第 1 項 に 規

定 す る 部 長  

議 会 の 事 務 部 局  事 務 局 長  

教 育 委 員 会 の 事 務 部 局  教 育 委 員 会 事 務 局 等 事 務 分 掌 規 則 (平 成 1 0 年

横 須 賀 市 教 育 委 員 会 規 則 第 3 号 )第 3 条 に 規

定 す る 部 長  

選 挙 管 理 委 員 会 の 事 務 部

局  

事 務 局 長  

監 査 委 員 の 事 務 部 局  事 務 局 長  

消 防 局 及 び 消 防 署  消 防 局 長 が 指 定 す る 者  

 



○ 横 須 賀 市 職 員 倫 理 条 例 施 行 規 則  

平 成 1 3 年 3 月 1 日  

規 則 第 1 号  

横 須 賀 市 職 員 倫 理 条 例 施 行 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。  

横 須 賀 市 職 員 倫 理 条 例 施 行 規 則  

(利 害 関 係 者 )  

第 1 条  横 須 賀 市 職 員 倫 理 条 例 (平 成 1 2 年 横 須 賀 市 条 例 第 8 0 号 。 以 下

「 条 例 」と い う 。)第 3 条 第 3 項 に 規 定 す る 自 己 の 職 務 に 利 害 関 係 の あ

る 者 (以 下 「 利 害 関 係 者 」 と い う 。 )は 、 職 員 (条 例 第 2 条 第 1 項 に 規 定

す る も の を い う 。以 下 同 じ 。 )が 職 務 と し て 携 わ る 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

務 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 を い う 。  

( 1 )  許 認 可 等 (行 政 手 続 条 例 (平 成 8 年 横 須 賀 市 条 例 第 3 号 )第 2 条 第 6

号 に 規 定 す る 許 認 可 等 を い う 。)を す る 事 務  当 該 許 認 可 等 を 受 け て 事

業 を 行 っ て い る 事 業 者 等 (条 例 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 事 業 者 等 及 び 同

条 第 3 項 の 規 定 に よ り 事 業 者 等 と み な さ れ る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )、

当 該 許 認 可 等 の 申 請 を し て い る 事 業 者 等 又 は 個 人 (条 例 第 2 条 第 3 項 の

規 定 に よ り 事 業 者 等 と み な さ れ る 者 を 除 く 。以 下「 特 定 個 人 」と い う 。)

及 び 当 該 許 認 可 等 の 申 請 を し よ う と し て い る こ と が 明 ら か な 事 業 者

等 又 は 特 定 個 人  

( 2 )  補 助 金 等 (補 助 金 等 交 付 規 則 (昭 和 4 7 年 横 須 賀 市 規 則 第 3 3 号 )第 2

条 第 1 項 及 び 上 下 水 道 局 補 助 金 等 交 付 規 程 (平 成 1 6 年 横 須 賀 市 上 下 水

道 企 業 管 理 規 程 第 1 0 号 )第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る も の を い う 。)の 交 付

を す る 事 務  当 該 補 助 金 等 を 受 け て 当 該 交 付 の 対 象 と な る 事 務 又 は

事 業 を 行 っ て い る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人 、 当 該 補 助 金 等 の 交 付 の 申 請

を し て い る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人 及 び 当 該 補 助 金 等 の 交 付 の 申 請 を

し よ う と し て い る こ と が 明 ら か な 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  

( 3 )  立 入 検 査 、監 査 又 は 監 察 (法 令 の 規 定 に 基 づ き 行 わ れ る も の に 限 る 。

以 下 こ の 号 に お い て「 検 査 等 」と い う 。 )を す る 事 務  当 該 検 査 等 を 受

け る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  



( 4 )  不 利 益 処 分 (行 政 手 続 条 例 第 2 条 第 7 号 に 規 定 す る も の を い う 。 )を

す る 事 務  当 該 不 利 益 処 分 を し よ う と す る 場 合 に お け る 当 該 不 利 益

処 分 の 名 あ て 人 と な る べ き 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  

( 5 )  行 政 指 導 (行 政 手 続 条 例 第 2 条 第 8 号 に 規 定 す る も の を い う 。 )を す

る 事 務  当 該 行 政 指 導 に よ り 現 に 一 定 の 作 為 又 は 不 作 為 を 求 め ら れ

て い る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  

( 6 )  市 の 支 出 の 原 因 と な る 契 約 に 関 す る 事 務 又 は 地 方 自 治 法 (昭 和 2 2

年 法 律 第 6 7 号 )第 2 3 4 条 第 1 項 に 規 定 す る 契 約 に 関 す る 事 務  当 該 契

約 を 締 結 し て い る 事 業 者 等 、 当 該 契 約 の 申 込 み を し て い る 事 業 者 等 又

は 当 該 契 約 の 申 込 み を し よ う と し て い る こ と が 明 ら か な 事 業 者 等  

( 7 )  そ の 他 各 部 等 の 所 掌 す る 事 務  当 該 事 務 に 関 し 前 6 号 に 掲 げ る も

の と 同 等 の 利 害 関 係 が 生 じ る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  

(平 1 6 規 則 1 5・ 一 部 改 正 )  

(禁 止 行 為 等 )  

第 2 条  条 例 第 4 条 に 規 定 す る 事 業 者 等 と の 接 触 に 関 す る 禁 止 行 為 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

( 1 )  職 務 と し て 訪 問 調 査 等 を 行 っ た 際 に 供 応 接 待 を 受 け る こ と 。  

( 2 )  特 定 の 者 か ら 供 応 接 待 を 繰 り 返 し 受 け る 等 通 常 一 般 の 社 交 の 程 度

を 超 え て 供 応 接 待 又 は 財 産 上 の 利 益 の 供 与 を 受 け る こ と 。  

( 3 )  自 己 が 行 っ た 物 品 若 し く は 不 動 産 の 購 入 若 し く は 借 受 け 又 は 役 務

の 受 領 の 対 価 を 、 そ れ ら の 行 為 が 行 わ れ た 場 に 居 合 わ せ な か っ た 事 業

者 等 に そ の 者 の 負 担 と し て 支 払 わ せ る こ と 。  

2  条 例 第 4 条 に 規 定 す る 利 害 関 係 者 と の 接 触 に 関 す る 禁 止 行 為 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

( 1 )  金 銭 、 物 品 又 は 不 動 産 の 贈 与 (せ ん 別 、 祝 儀 、 香 典 又 は 供 花 そ の 他

こ れ ら に 類 す る も の と し て さ れ る も の を 含 む 。以 下 同 じ 。 )を 受 け る こ

と 。  

( 2 )  金 銭 の 貸 付 け (業 と し て 行 わ れ る 金 銭 の 貸 付 け に あ っ て は 、 無 利 子

の も の 又 は 利 子 の 利 率 が 著 し く 低 い も の に 限 る 。 )を 受 け る こ と 。  



( 3 )  無 償 又 は 著 し く 低 い 価 格 で 物 品 又 は 不 動 産 の 貸 付 け を 受 け る こ と

(利 害 関 係 者 の 負 担 に よ る も の を 含 む 。 )。  

( 4 )  無 償 又 は 著 し く 低 い 価 格 で 役 務 の 提 供 を 受 け る こ と (利 害 関 係 者 の

負 担 に よ る も の を 含 む 。 )。  

( 5 )  未 公 開 株 式 (証 券 取 引 法 (昭 和 2 3 年 法 律 第 2 5 号 )第 2 条 第 1 6 項 に 規

定 す る 証 券 取 引 所 に 上 場 さ れ て お ら ず 、 か つ 、 同 法 第 7 5 条 第 1 項 の

店 頭 売 買 有 価 証 券 登 録 原 簿 に 登 録 さ れ て い な い 株 式 を い う 。 以 下 同

じ 。 )を 譲 り 受 け る こ と 。  

( 6 )  供 応 接 待 を 受 け る こ と 。  

( 7 )  共 に 飲 食 を す る こ と 。  

( 8 )  共 に 遊 技 又 は ゴ ル フ を す る こ と 。  

( 9 )  共 に 旅 行 (公 務 の た め の 旅 行 を 除 く 。 )を す る こ と 。  

3  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 は 、 利 害 関 係 者 と の 接 触 に 関 し 次 に

掲 げ る 行 為 を 行 う こ と が で き る 。  

( 1 )  宣 伝 用 物 品 又 は 記 念 品 で あ っ て 広 く 一 般 に 配 布 す る た め の も の の

贈 与 を 受 け る こ と 。  

( 2 )  多 数 の 者 が 出 席 す る 立 食 パ ー テ ィ ー (飲 食 物 が 提 供 さ れ る 会 合 で あ

っ て 立 食 形 式 で 行 わ れ る も の を い う 。以 下 同 じ 。 )に お い て 、記 念 品 の

贈 与 を 受 け る こ と 。  

( 3 )  職 務 と し て 訪 問 し た 際 に 、 提 供 さ れ る 物 品 を 使 用 す る こ と 。  

( 4 )  職 務 と し て 訪 問 し た 際 に 、 提 供 さ れ る 自 動 車 (当 該 利 害 関 係 者 が そ

の 業 務 等 に お い て 日 常 的 に 利 用 し て い る も の に 限 る 。)を 利 用 す る こ と

(当 該 利 害 関 係 者 の 事 務 所 等 の 周 囲 の 交 通 事 情 そ の 他 の 事 情 か ら 当 該

自 動 車 の 利 用 が 相 当 と 認 め ら れ る 場 合 に 限 る 。 )。  

( 5 )  条 例 別 表 に 掲 げ る 組 織 の 長 、 助 役 若 し く は 収 入 役 (以 下 こ の 号 に お

い て「 市 長 等 」と い う 。 )の 代 理 と し て 出 席 し 、又 は 市 長 等 と 同 伴 し て

出 席 し た 会 議 等 に お い て 供 応 接 待 を 受 け 、 又 は 共 に 飲 食 を す る こ と 。 

( 6 )  職 務 と し て 出 席 し た 会 議 に お い て 、 茶 菓 又 は 飲 食 物 の 提 供 (飲 食 物

の 提 供 に あ っ て は 、昼 間 に 行 わ れ る 会 議 に お け る も の に 限 る 。 )を 受 け



る こ と 。  

( 7 )  多 数 の 者 が 出 席 す る 立 食 パ ー テ ィ ー に お い て 、飲 食 物 の 提 供 を 受 け 、

又 は 共 に 飲 食 を す る こ と 。  

( 8 )  職 務 以 外 の 目 的 で 、 共 に 自 己 の 費 用 を 負 担 し て 飲 食 す る こ と 。  

4  条 例 第 4 条 に 規 定 す る 倫 理 監 督 者 の 許 可 を 必 要 と す る 行 為 は 、 次 に

掲 げ る も の と す る 。  

( 1 )  職 務 と し て 出 席 す る 会 議 に お い て 、 共 に 飲 食 す る こ と 。  

( 2 )  職 務 以 外 の 目 的 で 、共 に 自 己 の 費 用 ( 1 人 当 た り の 経 費 が 1 , 5 0 0 円 を

超 え る も の に 限 る 。 )を 負 担 し て 飲 食 す る こ と (夜 間 に お け る も の に 限

る 。 )。  

(平 1 6 規 則 1 5・ 一 部 改 正 )  

(禁 止 行 為 の 例 外 )  

第 3 条  職 員 は 、私 的 な 関 係 (職 員 と し て の 身 分 に か か わ ら な い 関 係 を い

う 。以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 )が あ る 者 で あ っ て 、事 業 者 等 又 は 利 害

関 係 者 に 該 当 す る も の と の 間 に お い て は 、 職 務 上 の 利 害 関 係 の 状 況 、

私 的 な 関 係 の 経 緯 及 び 現 在 の 状 況 並 び に そ の 行 お う と す る 行 為 の 態

様 等 に か ん が み 、 公 正 な 職 務 の 執 行 に 対 す る 市 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く

お そ れ が な い と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 、 前 条 第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 前 条 第 1 項 各 号 及 び 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 を 行 う こ

と が で き る 。  

2  職 員 は 、 自 ら が 行 う 行 為 の 相 手 方 が 利 害 関 係 者 に 該 当 す る か ど う か

判 断 す る こ と が で き な い 場 合 又 は 前 項 の 公 正 な 職 務 の 執 行 に 対 す る

市 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く お そ れ が な い か ど う か を 判 断 す る こ と が で

き な い 場 合 は 、 倫 理 監 督 者 に 相 談 し 、 そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。  

(倫 理 監 督 者 へ の 相 談 )  

第 4 条  前 条 第 2 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 職 員 は 、 事 業 者 等 又 は 利 害

関 係 者 と の 間 で 行 う 行 為 が 第 2 条 第 1 項 各 号 又 は 第 2 項 各 号 に 掲 げ る

行 為 に 該 当 す る か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 倫 理 監 督

者 に 相 談 す る も の と す る 。  



(倫 理 審 査 会 会 長 等 )  

第 5 条  条 例 第 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 横 須 賀 市 職 員 倫 理 審 査 会 (以 下「 倫

理 審 査 会 」 と い う 。 )に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 く 。  

2  会 長 は 、 市 長 が 指 定 す る 助 役 を も っ て 充 て 、 副 会 長 は 、 他 の 助 役 を

も っ て 充 て る 。  

3  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

4  会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 副 会 長 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

(会 議 )  

第 6 条  倫 理 審 査 会 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 す る 。  

2  倫 理 審 査 会 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 以 外 の 者 の 出 席 を 求 め 、 意 見 を 聴

く こ と が で き る 。  

(贈 与 等 報 告 書 )  

第 7 条  条 例 第 1 0 条 第 1 項 の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 職 員 の 管 理 職 手 当

に 関 す る 規 則 (昭 和 3 4 年 横 須 賀 市 規 則 第 2 5 号 )別 表 に 掲 げ る 職 に あ る

者 及 び 上 下 水 道 局 の 事 務 部 局 の 課 長 (こ れ に 相 当 す る 職 を 含 む 。 )以 上

の 職 に あ る 者 と す る 。  

2  条 例 第 1 0 条 第 1 項 の 規 則 で 定 め る 行 為 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

( 1 )  利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 か ら 5 , 0 0 0 円 以 上 の 金 銭 、物 品 又 は 不 動

産 の 贈 与 を 受 け る こ と 。  

( 2 )  利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 か ら 金 銭 の 貸 付 け (業 と し て 行 わ れ る 金

銭 の 貸 付 け に あ っ て は 、 無 利 子 の も の 又 は 利 子 の 利 率 が 著 し く 低 い も

の に 限 る 。 )を 受 け る こ と 。  

( 3 )  利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 が 行 う 無 償 又 は 著 し く 低 い 価 格 で 物 品

又 は 不 動 産 の 貸 付 け を 受 け る こ と (利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 の 負 担

に よ る も の を 含 む 。 )。  

( 4 )  利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 か ら 無 償 又 は 著 し く 低 い 価 格 で 5 , 0 0 0

円 相 当 以 上 の 役 務 の 提 供 を 受 け る こ と (利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 の

負 担 に よ る も の を 含 む 。 )。  

( 5 )  利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 か ら 未 公 開 株 式 を 譲 り 受 け る こ と 。  



( 6 )  利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 か ら 1 人 当 た り の 経 費 が 5 , 0 0 0 円 以 上 の

飲 食 物 の 提 供 を 受 け る こ と 。  

( 7 )  多 数 の 者 が 出 席 す る 立 食 パ ー テ ィ ー に お い て 、 1 人 当 た り の 経 費 が

5 , 0 0 0 円 以 上 の 飲 食 物 の 提 供 を 受 け る こ と 。  

( 8 )  利 害 関 係 者 以 外 の 事 業 者 等 と 共 に 遊 技 又 は ゴ ル フ を す る こ と 。  

( 9 )  第 2 条 第 3 項 第 6 号 に 規 定 す る 飲 食 物 の 提 供 ( 1 人 当 た り の 経 費 が

1 , 5 0 0 円 を 超 え る も の に 限 る 。 )を 受 け る こ と 。  

3  条 例 第 1 0 条 第 1 項 に 規 定 す る 贈 与 等 報 告 書 は 、 別 記 様 式 に よ る 。  

(平 1 6 規 則 1 5・ 一 部 改 正 )  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 1 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 1 6 年 4 月 1 日 規 則 第 1 5 号 )  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 様 式 (第 7 条 第 3 項 関 係 )  

贈 与 等 報 告 書  

年   月   日  

 (あ て 先 )倫 理 監 督 者  

所 属             

職              

氏 名             

贈 与 等 に よ り 利

益 を 受 け た 年 月

日  

  

贈 与 等 の 基 因 と

な っ た 事 実  
  

贈 与 等 の 内 容    

贈 与 等 に よ り 受

け た 利 益 の 価 額

(推 計 し た も の に

あ っ て は 、そ の 根

拠 )  

  

供 応 接 待 を 受 け

た 場 所 の 名 称 及

び 住 所 並 び に 当

該 供 応 接 待 の 場

に 居 合 わ せ た 者

の 人 数 及 び 職 業

(多 数 の 者 が 出 席

し た 立 食 パ ー テ

  



ィ ー に お い て 受

け た 供 応 接 待 に

あ っ て は 、出 席 者

の 概 数 )  

贈 与 等 を し た 事

業 者 等 の 名 称 及

び 住 所 (条 例 第 2

条 第 3 項 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 役

員 等 が 贈 与 等 を

行 っ た 場 合 に あ

っ て は 、当 該 役 員

等 ( 複 数 で あ る と

き は 、 代 表 す る

者 ) の 役 職 又 は 地

位 及 び 氏 名 )  

  

贈 与 等 を し た 事

業 者 等 と 職 員 の

職 務 と の 関 係 及

び 当 該 職 員 が 属

す る 行 政 機 関 と

の 関 係  

  

 







○ 横 浜 市 職 員 倫 理 規 程  

平 成 1 6 年 3 月 2 5 日  

達 第 4 号  

庁 中 一 般  

横 浜 市 職 員 倫 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。  

横 浜 市 職 員 倫 理 規 程  

( 目 的 )  

第 1 条  こ の 規 程 は 、 職 員 の 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に 資 す る た

め 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と に よ り 、 職 員 の 職 務 に 対 す る 使 命

感 の 自 覚 と 高 揚 を 促 す と と も に 、 職 務 の 執 行 の 公 正 さ に 対 す

る 市 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 行 為 の 防 止 を 図 り 、 も っ て

公 務 に 対 す る 市 民 の 信 頼 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

( 倫 理 原 則 )  

第 2 条  職 員 は 、 横 浜 市 職 員 で あ る と い う 自 覚 と 誇 り を 持 ち 、

市 民 の 信 頼 に こ た え る こ と が で き る よ う 全 力 を 挙 げ て 職 務 を

遂 行 す る と と も に 、 勤 務 時 間 内 は も ち ろ ん 、 勤 務 時 間 外 に お

い て も 自 ら の 行 動 が 公 務 の 信 用 に 影 響 を 与 え る こ と を 常 に 認

識 し 、 自 ら を 律 し て 行 動 し な け れ ば な ら な い 。  

( 職 員 の 責 務 )  

第 3 条  職 員 は 、 市 民 全 体 の 奉 仕 者 と し て 公 共 の 利 益 の た め に

勤 務 し 、 法 令 、 条 例 、 規 則 そ の 他 の 規 程 ( 以 下 「 法 令 等 」 と い

う 。 ) 及 び 上 司 の 職 務 上 の 命 令 に 従 い 、 誠 実 か つ 公 正 に 職 務 を

遂 行 し な け れ ば な ら な い 。  

2  職 員 は 、市 民 の 一 部 に 対 し て の み 有 利 な 取 扱 い を す る 等 市 民

に 対 し 不 当 な 差 別 的 取 扱 い を し て は な ら な い 。  

3  職 員 は 、 常 に 公 私 の 別 を 明 ら か に し 、 い や し く も そ の 職 務 や

地 位 を 私 的 な 利 益 の た め に 用 い て は な ら な い 。  



4  職 員 は 、 市 民 の 不 信 を 招 き 、 又 は 市 民 に 不 安 を 与 え る よ う な

こ と の な い よ う 、 職 務 上 知 り 得 た 情 報 を 適 正 に 取 り 扱 わ な け

れ ば な ら な い 。  

5  職 員 は 、総 括 服 務 管 理 責 任 者 が 定 め る 指 針 に 定 め る と こ ろ に

よ り 服 務 相 談 員 が 承 認 し た と き を 除 き 、 い か な る 理 由 に よ る

か を 問 わ ず 、 自 ら の 職 務 に 利 害 関 係 を 有 す る も の か ら 金 品 を

受 領 し 、 又 は 利 益 若 し く は 便 宜 の 供 与 を 受 け る 行 為 そ の 他 の

職 務 の 執 行 の 公 正 さ に 対 す る 市 民 の 信 頼 を 損 な う お そ れ の あ

る 行 為 を し て は な ら な い 。  

6  職 員 は 、 職 務 の 遂 行 に 当 た り 、 法 令 等 若 し く は 上 司 の 職 務 上

の 命 令 に 違 反 し 、 又 は 職 務 の 執 行 の 公 正 さ を 損 な う お そ れ が

あ る 行 為 の 要 求 に 応 じ て は な ら な い 。  

7  職 員 は 、便 宜 の 供 与 の 申 出 等 第 5 項 に 規 定 す る 行 為 が 行 わ れ

る お そ れ が あ る と き 、 又 は 前 項 に 規 定 す る 要 求 を 受 け た と き

は 、 直 ち に 、 職 員 を 管 理 し 、 若 し く は 監 督 す る 地 位 に あ る 職

員 ( 以 下 「 管 理 監 督 職 員 」 と い う 。 ) 又 は 服 務 相 談 員 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。  

( 管 理 監 督 職 員 の 責 務 )  

第 4 条  管 理 監 督 職 員 は 、 そ の 職 責 の 重 要 性 を 自 覚 す る と と も

に 、 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に つ い て 管 理 又 は 監 督 の 対 象 と な

る 職 員 か ら の 相 談 に 応 じ 、 並 び に 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 わ

な け れ ば な ら な い 。  

2  管 理 監 督 職 員 は 、職 員 の 職 務 に 係 る 非 行 を 発 生 さ せ る こ と の

な い よ う 、 職 務 の 執 行 の 方 法 を 常 に 検 討 し 、 そ の 改 善 を 図 ら

な け れ ば な ら な い 。  

3  管 理 監 督 職 員 は 、前 条 第 7 項 の 規 定 に よ り 職 員 か ら 報 告 を 受

け た と き は 、 直 ち に 服 務 相 談 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

( 総 括 服 務 管 理 責 任 者 等 の 設 置 )  



第 5 条  こ の 規 程 の 目 的 を 達 成 す る た め 、総 括 服 務 管 理 責 任 者 、

服 務 管 理 責 任 者 及 び 服 務 相 談 員 を 置 く 。  

2  総 括 服 務 管 理 責 任 者 、 服 務 管 理 責 任 者 及 び 服 務 相 談 員 は 、 次

の 各 号 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ て

充 て る 。  

( 1 )  総 括 服 務 管 理 責 任 者  総 務 局 長  

( 2 )  服 務 管 理 責 任 者  局 に あ っ て は 当 該 局 の 局 長 、区 に あ っ て

は 当 該 区 の 区 長  

( 3 )  服 務 相 談 員  当 該 局 区 の 人 事 担 当 課 長  

( 総 括 服 務 管 理 責 任 者 の 責 務 )  

第 6 条  総 括 服 務 管 理 責 任 者 は 、 こ の 規 程 の 遵 守 の た め の 体 制

整 備 等 に 関 し 、 服 務 管 理 責 任 者 及 び 服 務 相 談 員 と 密 接 な 連 携

を 図 る と と も に 、 こ れ ら の 者 に 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 う も

の と す る 。  

2  総 括 服 務 管 理 責 任 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 第 3 条

第 7 項 の 規 定 に よ り 職 員 が 行 う 報 告 の 状 況 及 び 第 8 条 第 2 項

の 規 定 に よ り 服 務 相 談 員 が 行 う 措 置 の 状 況 に つ い て 、 服 務 管

理 責 任 者 に 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

( 服 務 管 理 責 任 者 の 責 務 )  

第 7 条  服 務 管 理 責 任 者 は 、 当 該 局 区 の 職 員 に 対 し 、 こ の 規 程

の 遵 守 の た め 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 う も の と す る 。  

2  服 務 管 理 責 任 者 は 、服 務 相 談 員 か ら 次 条 第 2 項 又 は 第 3 項 の

規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、 定 期 的 に こ れ を 総 括 服 務 管

理 責 任 者 に 報 告 す る も の と す る 。  

3  服 務 管 理 責 任 者 は 、 次 条 第 2 項 の 措 置 に 関 し 、 服 務 相 談 員 に

必 要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 う も の と す る 。  

( 服 務 相 談 員 の 責 務 )  



第 8 条  服 務 相 談 員 は 、 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に つ い て 、 当 該

局 区 の 職 員 の 相 談 に 応 ず る と と も に 、 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を

行 う も の と す る 。  

2  服 務 相 談 員 は 、第 3 条 第 7 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き

は 、 速 や か に 服 務 管 理 責 任 者 に 報 告 す る と と も に 、 必 要 な 措

置 を 講 ず る も の と す る 。  

3  服 務 相 談 員 は 、 第 3 条 第 5 項 の 規 定 に よ る 承 認 を し た と き 、

又 は 前 項 の 措 置 を 講 じ た と き は 、 速 や か に 服 務 管 理 責 任 者 に

報 告 す る も の と す る 。  

( 不 祥 事 防 止 の た め の 研 修 の 実 施 )  

第 9 条  総 括 服 務 管 理 責 任 者 は 、 各 局 区 に お い て 行 わ れ る 不 祥

事 防 止 の た め の 研 修 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 必

要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 う 等 不 祥 事 防 止 に 係 る 研 修 に 関 す る 総

合 調 整 を 行 う こ と に よ り 、 各 局 区 に お け る 不 祥 事 防 止 の た め

の 研 修 の 促 進 を 図 る も の と す る 。  

2  総 括 服 務 管 理 責 任 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 各 局 区

に お い て 行 わ れ る 不 祥 事 防 止 の た め の 研 修 の 実 施 状 況 等 に つ

い て 、 服 務 管 理 責 任 者 に 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

3  服 務 管 理 責 任 者 は 、当 該 局 区 に お い て 行 わ れ る 不 祥 事 防 止 の

た め の 研 修 を 統 括 す る と と も に 、 当 該 研 修 に つ い て 、 定 期 的

に 総 括 服 務 管 理 責 任 者 に 報 告 す る も の と す る 。  

4  服 務 相 談 員 は 、当 該 局 区 に お い て 行 わ れ る 不 祥 事 防 止 の た め

の 研 修 に つ い て 、 服 務 管 理 責 任 者 を 補 助 す る も の と す る 。  

( 事 故 防 止 委 員 会 の 設 置 )  

第 1 0 条  業 務 の 実 態 を 踏 ま え た 効 果 的 な 不 祥 事 防 止 対 策 を 講

ず る た め 、 各 局 区 に 事 故 防 止 委 員 会 ( 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 )

を 置 く 。  

2  委 員 会 は 、 委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  



3  委 員 長 は 当 該 局 区 の 服 務 管 理 責 任 者 を も っ て 充 て 、副 委 員 長

及 び 委 員 は 当 該 局 区 の 職 員 の 中 か ら 委 員 長 が 選 任 す る 。  

4  委 員 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 定 め る 。  

( 委 任 )  

第 1 1 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 規 程 の 施 行 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 総 括 服 務 管 理 責 任 者 が 定 め る 。  

附  則  

こ の 達 は 、 平 成 1 6 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

- 2 0 0 1 . 1 0 . 0 1 作 成 - 2 0 0 4 . 1 0 . 0 1 内 容 現 在  

例 規 の 内 容 に つ い て の お 問 い 合 わ せ 先 ： 各 担 当 局 課  

担 当 が 不 明 な 場 合 ， 及 び 例 規 の 情 報 提 供 に つ い て の お 問 い 合

わ せ 先 ：  

総 務 局 行 政 部 法 制 課 T E L  0 4 5 - 6 7 1 - 2 0 9 5 ， E - m a i l  

h o u s e i @ c i t y . y o k o h a m a . j p  

( C )  2 0 0 4  C i t y  o f  Y o k o h a m a .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .   

 



不 正 入 札 事 件 の 再 発 防 止 策 の 大 き な 柱 と な る 「 立 川 市 職 員 倫 理 条

例 」が 議 会 に お い て 可 決 ・ 成 立 し 、 1 1 月 1 日 に 施 行 さ れ る こ と と

な り ま し た 。   

 こ の 条 例 は 、 職 務 を 公 正 に 進 め て い く 上 で 職 員 が 必 ず 守 ら な け

れ ば な ら な い 倫 理 規 範 と そ の 徹 底 に 向 け た 仕 組 み づ く り な ど を 規

定 し た も の で 、 一 般 職 員 は も ち ろ ん の こ と 、 市 長 、 助 役 や 嘱 託 職

員 等 の 特 別 職 、 臨 時 職 員 な ど 議 員 を 除 く 全 職 員 を 対 象 と し て い ま

す 。  

  

 内 容 と し て は 、 全 体 の 奉 仕 者 と し て の 自 覚 や 公 正 な 職 務 の 遂 行

を 損 な う 行 為 へ の 厳 正 な 対 処 な ど を 職 員 の 倫 理 原 則 と し て 掲 げ る

と と も に 、 任 命 権 者 や 管 理 職 員 の ほ か 、 事 業 者 や 市 民 そ れ ぞ れ の

立 場 で の 責 務 を 明 ら か に し て い ま す 。 ま た 、 こ う し た 倫 理 原 則 等

の 徹 底 や 組 織 的 対 応 を 図 る た め 、 事 業 者 な ど か ら 贈 与 等 を 受 け た

場 合 や 相 手 を 問 わ ず 公 正 な 職 務 を 損 な う 行 為 を 受 け た 場 合 に は 、

職 員 は 必 ず 管 理 職 員 な ど に 報 告 す る こ と な ど を 義 務 付 け た ほ か 、

職 員 倫 理 の 実 態 や そ の 徹 底 に 向 け た 方 策 を 審 査 ・ 審 議 す る 第 三 者

機 関 と し て 職 員 倫 理 審 査 会 を 設 置 す る こ と と し て い ま す 。  

 

 現 在 、 条 例 運 用 に 当 た っ て 必 要 と な る 利 害 関 係 者 の 範 囲 や 利 害

関 係 者 と の 禁 止 行 為 な ど 、 具 体 的 な ガ イ ド ラ イ ン を 定 め た 「 立 川

市 職 員 倫 理 規 則 」 を 整 備 し て お り 、 年 度 内 に は 、 こ う し た 公 務 員

倫 理 の 内 容 は も と よ り コ ン プ ラ イ ア ン ス （ 法 令 ・ 倫 理 遵 守 ） 全 体

の 基 本 方 針 や 行 動 指 針 な ど も 策 定 し て い く 予 定 で す 。  

 

 市 民 の 皆 様 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 行 為 の な い よ う 、 一 層 公

正 な 職 務 の 遂 行 に 努 め て ま い り ま す の で ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い



い た し ま す 。  

   <条 例 本 文 は こ ち ら ＞   

 

 

平 成 1 6 年 1 0 月 2 0 日  

 問 い 合 わ せ 先  

 行 政 管 理 部 人 事 課  

 0 4 2 - 5 2 3 - 2 1 1 1 内 線 2 6 2  
 

  

立 川 市 役 所  〒 1 9 0 - 0 0 2 2  東 京 都 立 川 市 錦 町 3 - 2 - 2 6  T E L .  

0 4 2 - 5 2 3 - 2 1 1 1  （ 代 表 ）  
 

C o p y r i g h t  ( C )  2 0 0 3 ,  T a c h i k a w a C i t y .  A l l  R i g h t s  R e s e r v e d  
 

 




